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コロナウイルス感染症新 型

D o n ' t  L o s e  t o  t h e  C O V I D - 1 9
対　策

まずは手洗いの徹底から
住民の皆さんが「こまめな手洗い」
を心がけるだけでウイルスの拡大
を防ぐ効果があります。やむをえ
ない外出は短時間にし、外出のあ
とはすぐに手を洗いましょう。

３つの「密」を避ける
不要不急の外出は控え、外から持
ち込まれたものは可能なかぎり、
消毒してください。また、３つの

「密（密閉空間・密集場所・密接場
面）」を避け、人と人との距離を２
㍍程度確保するようにしましょう。

WASH
YOUR
HANDS

刻一刻と変化する新型コロナウイルス感
染症の動向に合わせて、町ではさまざま
な対策や支援を行っています。お知らせ
版などで各種支援や行事予定の変更など
をお伝えしています。また、最新の情報
は町ホームページや防災ラジオなどでお
知らせしています。ご確認ください。

最新情報は HP やラジオで

次のような症状がある方は、直接
医療機関に行かず、まずは帰国者・
接触者相談センターにお問い合わ
せください。

もしかしてと思ったら…

▶風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が４
日以上続いている。

▶強いだるさや息苦しさがある。
※高齢者や基礎疾患のある方は２日程度

の症状の継続でもご相談ください。

帰国者・接触者相談センター
桑名保健所 0594-24-3625
(9:00 ～ 21:00、土・日・祝も対応）
三重県救急医療情報センター 059-229-1199
(21:00 ～ 9:00）

町では新型コロナウイルス感染症の拡大
防止に向けて下記の取り組みを実施して
います。

町の対策状況について

▶役場本庁や各地区コミュニティセンターでの
消毒液の設置と密接・飛沫感染防止対策

▶各公共施設などにマスクや消毒液を配付
▶葬祭会館および火葬場の清掃強化
▶社会教育施設の利用キャンセル料を免除
▶町税の納税、水道料および下水道使用料など

の支払いを猶予
▶中小企業等へのセーフティネット認定手続き

「菰野町ホームページ」
【新型コロナウイルス感染症に関する
お知らせ】ページ 
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